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１ 背景と目的                （※数字）は用語解説があります。（以下同じ。） 

平和大通りは、平和記念都市の建設のため、たゆまぬ努力をしてきている本市を代表する

シンボル的な通りとして、また、快適な都市環境を形成する緑豊かな空間として、戦後の復

興とまちの発展を支えてきました。 

近年、人口減少や少子高齢化の急速な進展など社会経済情勢が大きく変化する中、本市が

持続的に都市の活力を維持・向上し、広島広域都市圏（※１）の発展をけん引していくためには、

都市の活力とにぎわいを生み出す中心となる都心において、これまで以上に国内外の人を惹

きつける広島ならではの個性的で魅力ある空間を創出する必要があります。  

また、観光振興の視点からは、多くの観光客は原爆ドーム、平和記念公園を中心に観光し

た後は市外に移動し、平和大通りを含む他の都心部の観光資源を十分に活用できていない状

況にあり、観光客の滞在時間の延長と観光消費額の増加を図る必要があります。 

本市は、こうした課題を克服し、都心を活性化するため、中長期的な視点で都心の将来像

や目指す姿、その具体化に向けた施策等を示すひろしま都心活性化プラン（※２）を平成２９年

３月に策定しました。このプランにおいては、平和大通りを“平和への思いを共有するゾー

ン”として位置付け、その特徴を生かし、新たなにぎわいを生み出すこととしています。 

こうしたことから、ひろしま都心活性化プランに基づき、平和大通りを人々に平和を実感

してもらう空間、また、都心の回遊を促す新たなにぎわいを生み出す空間にしていくため、

平和大通りの魅力や価値を高める整備及び利活用の取組を進めることとし、それらの内容を

定める計画として、「平和大通りの利活用のための基本計画」（以下「本計画」といいます。）

を策定します。 

 

２ 計画の位置付け                            

本計画は広島市基本構想、第６次広島市基本計画、広島市都市計画マスタープラン及びひ

ろしま都心活性化プランを上位計画としています。 

広島市基本構想、第６次広島市基本計画では、都市像として「国際平和文化都市」を掲げ、

その具現化に当たり、「世界に輝く平和のまち」、「国際的に開かれた活力あるまち」、「文化が

息づき豊かな人間性を育むまち」の３つの要素を基に施策の構想と大綱を定めています。 

広島市都市計画マスタープランでは、本市の都市像を実現するため、「活力」、「魅力」、「快

適性」という３つの視点で都市づくりの目標を設定し、ひろしま都心活性化プランでは、都

心が市民はもとより、国内外から多くの人を惹きつけ、市域を超えた地域全体に活力とにぎ

わいを生み出す中心的な役割を担っていく必要性を示しています。 

本計画は、これらの都市像や都市づくりの目標、都心の役割を踏まえて、本市を代表する

シンボル的な通りである平和大通りの魅力や価値を高める整備及び利活用の取組の内容を示

すものです。 

なお、本計画は、広島市みどりの基本計画（2021-2030）や自転車都市づくり推進計画など

の関連計画との整合を図ります。 

第１章 計画策定に当たっての基本的事項 
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３ 計画の目標年次                            

  本計画に基づく平和大通りの魅力や価値を高めるための整備は、広島を訪れる観光客等の

陸の玄関であるＪＲ広島駅の南口広場の再整備等の完成に合わせて、令和８年度（２０２６

年度）までの完了を目標とします。 

 また、多様な担い手による利活用の取組は、将来にわたり継続的に行われていくことを目

指します。 

 

４ 計画の対象範囲                               

本計画は、ひろしま都心活性化プランに基づき、都心に位置する中区内の平和大通りを対

象範囲とします。 

なお、西区内の平和大通りに関しては、ＪＲ西広島駅南口駅前広場再整備等の状況を踏ま

え、また、将来的なアストラムライン西風新都線の整備も見据えて検討します。 

 

 

 

 

 

広島市基本構想、広島市基本計画 

広島市都市計画マスタープラン 

ひろしま都心活性化プラン 

平和大通りの利活用のための基本計画 

関連計画 

●実施計画第２期「世界に誇れる『ま

ち』広島」創生総合戦略 

●みどりの基本計画 

●自転車都市づくり推進計画 

●景観計画   等 

【本計画の位置付け】 

対象範囲 

【本計画における対象範囲】 

平和大通り 

平和記念公園 

西広島駅 

広島駅 
広島城 

中央公園 

比治山公園 

縮景園 

西区 中区 南区 

東区 
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１ ひろしま都心活性化プランにおける将来イメージ             

ひろしま都心活性化プランでは、平和大通りについて、市民はもとより、隣接する平和記

念公園を訪れる観光客などの人の流れを呼び込むような都心を貫く東西の軸となり、にぎわ

いと交流を都心全体に広げていくことを目指すとしています。また、平和記念公園と同様に

“平和への思いを共有するゾーン”に位置付け、平和を願う世界中の人々が出会い、交流し、

平和への思いを共有するとともに、戦後復興した広島を実感できる空間とすることを目指す

としています。 

これを進めるに当たっては、市民、企業、行政といった様々な主体が平和大通りの目指す

姿を共有し、それぞれの役割を果たしながら、連携・協働することが必要です。 

 

２ 市民等のニーズ                            

本計画の策定に先立って平和大通り沿道地域の町内会や企業、被爆者団体等を個別訪問し

て意見を聞き取るとともに、広く市民等に対して意見を募集しました。 

いただいた意見は、以下のとおりであり、「鎮魂」、「憩い」、「にぎわい」、「おもてなし」

の４つの要素に大別できます。そして、これらは市民等が平和大通りに求める要素であると

考えられます。 

⑴ 意見の聞き取り 

相手方 
平和大通り沿道地域の町内会、地区社会福祉協議会、企業及び商店街組合並

びに被爆者団体並びに慰霊碑の管理者など９０団体 

実施期間 令和２年４月２７日～９月２４日 

意見の件数 ２２２件 

結果 

「鎮魂」に関する意見は５５件（２５％）、「憩い」に関する意見は６４件  

（２９％）、「にぎわい」に関する意見は７２件（３２％）、「おもてなし」

に関する意見は３１件（１４％）ありました。 

 

  

第２章 平和大通りの目指す姿 

72件

（32%）

64件

（29%）

55件

（25%）

31件

（14%）

にぎわいに関する意見 憩いに関する意見 鎮魂に関する意見 おもてなしに関する意見

（おもてなしに関する意見）

・平和大通りには照明が少ないため、
夜は暗く歩きにくくて怖い。樹木
などをもっとライトアップしてほ
しい。

・平和大通りにトイレがあれば便利
になると思う。

・市民と観光客が交流できる場所、
おもてなしの拠点となる場所が平

和大通りにできてほしい。 など

（にぎわいに関する意見）

・水道や電気設備等のあるイベント広場等
を整備し、にぎわいづくりをしてはどう
か。

・スポーツが楽しめる環境があればにぎわ
いが生まれると思う。

・ヒルトンホテルの開業により、観光客が
増え、富士見町、三川町周辺は平和大通
りのにぎわいの象徴的な空間になると思
う。

・沿道の店舗と連動したまちづくりをする
ことで緑地帯の魅力が向上すると思う。

・中区区域内の平和大通り全てを公園化し
て一体的に整備すべきである。 など

（鎮魂に関する意見）

・にぎわいづくりをするにしても碑
に込められた思いや平和のコンセ
プトは大切にしてほしい。

・慰霊碑や被爆樹木・供木、「被爆
者の森」の説明板を充実してほし
い。

・慰霊碑周辺や散策道の整備を行え
ば、ピースツーリズムなどで多く
の人が平和大通りを歩くようにな
るのではないか。 など

（憩いに関する意見）
・カフェのような憩いの施設があれば、市

民や観光客（特に外国人）にとってはよ
いと思う。

・緑地帯の中を歩いて散策することができ
るよう芝生広場を整備してほしい。ベン
チやテーブルがあれば、多くの人が憩う
空間ができると思う。

・子どもが遊ぶことができ、集まる場所が
できればよいと思う。 など

意見の聞き取りの結果

N=222
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⑵ 意見募集 

実施方法 本市のホームページ及び広報紙「ひろしま市民と市政」に募集記事を掲載 

実施期間 令和２年７月１日～８月２４日 

意見の件数 ２０１件 

結果 

「鎮魂」に関する意見は７１件（３５％）、「憩い」に関する意見は３９件  

（１９％）、「にぎわい」に関する意見は５６件（２８％）、「おもてなし」

に関する意見は２７件（１４％）、「その他」の意見が８件（４％）ありまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

こうした市民等の多様な考え方を生かし、「鎮魂」、「憩い」、「にぎわい」、「おもてなし」

の全ての要素を大切にして調和させることにより、平和大通りをその名にふさわしい平和を

象徴する通りにしていくことが必要です。 

 

 

  

71件

（35%）

56件

（28%）

39件

（19%）

27件

（14%）

8件

（4%）

鎮魂に関する意見 にぎわいに関する意見 憩いに関する意見 おもてなしに関する意見 その他

（その他の意見）
・具体的な構想案がないため、意

見の述べようがない。 など

（おもてなしに関する意見）
・平和大通りは木々がうっそうと

しており、通り全体をライト
アップしてもっと明るくしてほ
しい。

・平和大通りにはトイレがないの
で、トイレを何か所か設置して
ほしい。

・外国人向けのインフォメーショ
ンセンターやお土産屋などがで
きてほしい など

（鎮魂に関する意見）

・平和大通りには慰霊碑が多く設置され、

鎮魂の場となっている。どこにでも「に

ぎわい」を作ればよいものではない。今

のままでよい。

・原爆ドーム周辺の一部の飲食店により、

鎮魂の場にふさわしくない景観が形成さ

れており、平和大通りも同様になるので

はないかと懸念する。

・慰霊碑や被爆樹木を現状のまま保存し、

戦後復興のシンボルを充実させてほしい。

など

（にぎわいに関する意見）

・イベント広場を整備して、にぎわいを創
出してほしい。平和大通り芸術展のよう
なイベントを定期的に開催してほしい。

・長期的視点に立った計画作りをしてほし
い（広電やアストラムラインの延伸、橋
の拡幅など）。

・西区を含めて平和大通り全体でにぎわい
づくりを考えてほしい。 など

（憩いに関する意見）
・カフェを整備してほしい。
・緑豊かな空間にしてほしい。木

は切らないでほしい。
・平和大通りには桜がないので桜

など四季折々の木を植えてほし
い。

・市民がくつろぐためのベンチを
置いてほしい。 など

N=201

意見募集の結果



5 

 

３ 目指す姿                               

 

平和大通りの将来イメージや市民等が平和大通りに求めるニーズを踏まえた平和大通りの利

活用に当たっての基本的な考え方は次のとおりです。 

⑴ 鎮魂、憩い、にぎわい、おもてなしの調和を図りつつ、通りの魅力や価値を高める整備及

び多様な担い手が連携・協働して行う利活用の取組によって、多くの人が訪れてみたい、ま

た訪れたいと感じられる「平和のシンボルロード」にしていくことを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ さらに、市民はもとより、陸の東の玄関口であるＪＲ広島駅に到着した国内外からの観光

客等が都心を訪れ、徒歩や自転車等により、平和記念公園、平和大通り、比治山公園、縮景

園、広島城、中央公園などの地域資源を巡り、広島の歴史・文化やにぎわいあふれる広島の

「今」を感じることができる「平和の都心回廊」の形成に向けて、平和大通りを都心回遊の

重要な拠点にしていくことを目指します。将来的には、ＪＲ西広島駅などへの回遊の拡がり

も見据えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のことを踏まえ、本計画における平和大通りの目指す姿を次のとおり定めます。 

 

 

鎮魂、憩い、にぎわい、おもてなしが調和し、都心の回遊を促す 
平和のシンボルロード 

「平和の都心回廊」と回遊の拡がりのイメージ 

調和 

 

 魅力や価値を高める整備 
  ＋ 

多様な担い手による連携・協働した利活用の取組 

平和のシンボルロード  

 鎮魂 

 
魅力・価値の向上 

 にぎわい 

  

憩い 

：平和の都心回廊（北の街道） 

：回遊の拡がり 

：平和の都心回廊（南の街道） 
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１ 平和大通りの概要                           

平和大通りは、平和記念公園の南側に位置

し、鶴見橋東詰から新己斐橋西詰までを区間と

する延長約４ｋｍ、標準幅員１００ｍの都心を

東西に貫く幹線道路（※３）であり、中央に車道４

車線、その両端に歩道、歩道に隣接して緑地、

更に副道及び歩道が整備されています。 

その成り立ちは、戦時中、空襲による延焼を 

防ぐため、民家などの建物を取り壊して作った 

防火帯を設けたことに始まり、戦後、多くの周 

辺住民等の協力を得ながら、昭和２７年に策定 

された「広島平和記念都市建設計画」（※４）に基 

づき、土地区画整理事業を施行するとともに、 

都市計画街路の整備を進め、昭和４０年に全線 

が開通しました。 

整備に当たっては、原爆被害からの復興を目 

指す本市が「広島の地を永遠の緑でおおわれた 

平和郷に」と県内の市町村に対して樹木の提供を呼びかけた供木運動（※５）等により数多くの 

樹木が植えられました。また、多くの慰霊碑や平和を祈念する石燈籠及び記念碑などが通り

の各所に設置されています。 

 

 

 

 

 

２ 対象範囲の沿道の土地利用状況                     

対象範囲における平和大通り沿道には、１５の町が所在し、その土地利用状況は、以下の 

とおりとなっています。 

また、平和記念公園周辺は、世界遺産である原爆ドームの周辺の良好な環境を確保するた

め、バッファーゾーン（※６）が設定されています。 

  

第３章 現状と課題 

緑大橋 

【平和大通り（全景）】 

比治山公園 

鶴見橋 

平和大橋 

西平和大橋 
平和記念公園 

平和大通り 

新己斐橋 

原爆ドーム 

緑大橋 

【平和大通りの構造】 
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  （平和大通り沿道の土地利用状況） 

町名 土地利用状況 

小網町、舟入町、土橋町、河原町 

・通りに面して住居、オフィス、駐車場等が立地し

ている。 

・住居が多くを占めている。 

中島町 

・通りに面して北側には平和記念公園が、南側には

オフィス、商業施設、住居等が立地している。 

・オフィス、商業施設、住居等が混在している。 

大手町二丁目 
・通りに面してオフィス、住居が立地している。 

・オフィスが多くを占めている。 

大手町三丁目、小町 

・通りに面してオフィスやホテルがあり、住居の多

くは沿道より南側に立地している。 

・オフィスと住居が多くを占めている。 

中町 

・通りに面してオフィス、ホテル、住居が立地して

いる。 

・オフィスが多くを占めている。 

三川町 

・通りに面して商業施設、オフィス、ホテル、住居

等が立地している。 

・商業施設が多くを占めている。 

田中町 

・通りに面してホテル、住居、商業施設等が立地し

ている。 

・ホテル、住居、駐車場が多くを占めている。 

富士見町 

・通りに面して住居、オフィス、駐車場等が立地し

ている。 

・住居が多くを占めている。 

・大型ホテルが建設中である。 

宝町 

・通りに面してオフィス、住居、駐車場が立地して

いる。 

・大型商業施設、オフィス、住居等が立地している。 

東平塚町、鶴見町 

・通りに面してオフィス、住居、駐車場が立地して

いる。 

・オフィス、住居が多くを占めている。 

  



8 

 

 

 

  【対象範囲の沿道の土地利用状況】 

大手町二丁目 

大手町三丁目 

中町 

小町 

三川町 

富士見町 

鶴見町 

宝町 

東平塚町 

田中町 

小網町 

舟入町 

土橋町 

河原町 

中島町 

大手町二丁目 

平和記念公園 

バッファーゾーン（※） 

商業 

オフィス 

ホテル 

公園 

住居 

駐車場 

その他 

周辺用途等凡例 

※世界遺産である原爆ドームの周辺の良好
な環境を確保するため設定されている。 

本川 

京橋川 

天満川 

元安川 
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３ 平和大通りの資源・施設等                        

平和大通りの目指す姿の実現に当たり、現状の平和大通りには以下の課題があります。 

⑴ 慰霊碑・石燈籠・記念碑・樹木 

平和大通りには、原爆で亡くなられた方を慰霊するための碑、平和を祈念する石燈籠や

記念碑、被爆樹木や供木が点在し、それらを紹介する説明板が設置されていますが、それ

らの存在は一部の市民の方にしか知られていないのが現状です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 緑地・園路 

平和大通りには、緑地が整備されていますが、緑地内の園路には凹凸や通行する時に支

障となる縁石がある、隣接する歩道との間に段差がある、芝生が剥げて表土が流出し樹木

の根が露出しているなど、通行しにくい場所があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

慰霊碑、石燈籠、記念碑、樹木の存在を広く知ってもらうため、それらの場所、由来、内

容などを紹介する統一感のある説明板を設置する必要があります。 

慰霊碑の説明板 石燈籠の説明板 被爆樹木の説明板 

おうとつ 

【課題】 

バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮し、誰もが通行しやすい空間となるよう緑地

及び園路の再整備を行う必要があります。 

河原町付近 大手町付近 土橋町付近 
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⑶ 照明設備 

平和大通りには、緑地に照明設備が設置されていますが、樹木の繁茂により夜間は暗い場

所もあり、市民等に「暗い」「怖い」というイメージを抱かせるようなところがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 休養施設 

平和大通りには、歩道や緑地にベンチが整備されていますが、その多くは日陰のない歩

道に整備されており、快適な空間とは言えない状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ 平和大通りに不足する施設・設備 

   平和大通りの緑地部分は、道路であることから道路法等の法的な規制を受けており、都心

の一等地にある広大な緑地空間でありながら、カフェのような憩いの施設、交流広場、トイ

レなど、市民等が平和大通りに求める施設や設備がなく、十分に利活用されているとは言え

ません。また、平和大通りに存在する施設・設備等を紹介する案内サインがありません。 

 

 

 

 

【課題】 

より居心地の良い快適な空間にするため、ベンチは樹木の木陰を活用できる緑地内に設

置する必要があります。 

【課題】 

市民等の不安を解消するため、樹木のせん定及び照明設備を充実させる必要があります。 

中町付近 小町付近 大手町付近 

東平塚町付近 宝町付近 大手町付近 

【課題】 

法的な規制（道路占用における「無余地性の基準」（※７））を緩和し、市民等が平和大通りに

求める施設や設備、また平和大通りを紹介する案内サインを設置できるようにする必要があ

ります。 
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４ 平和大通りの利用状況等                         

⑴ イベント利用 

平和大通りの緑地部分は、道路であることから道路法等の法的な規制を受けており、ひろ

しまフラワーフェスティバルやひろしまドリミネーション等の限られた期間内でのイベン

ト等による利活用はされていますが、年間を通じて利活用されているとは言えません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 利活用の担い手 

平和大通りの緑地部分を利用して、市民等が週末の朝市、樹木の観察会、慰霊碑巡りな

どを開催していますが、そうした活動に取り組む担い手は少数に留まっています。 

また、慰霊碑周辺で慰霊祭が行われていますが、慰霊祭の参加者は高齢化しており、慰

霊碑に託された想いを次世代に継承することが難しくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

【課題】 

平和大通りを年間を通じて利活用するため、法的な規制（道路占用における「無余地性の

基準」）を緩和し、イベント等で利活用しやすい環境を整える必要があります。 

ドリミネーション フラワーフェスティバル 

【課題】 

沿道地域の住民・団体・企業等を始めとする多様な担い手が、平和大通りの利活用に取り

組む必要があります。 

樹木の観察会 朝市 慰霊碑巡り 
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⑶ 回遊の促進 

平和大通りには、原爆で亡くなられた方を慰霊するための碑、平和を祈念する石燈籠や

記念碑、被爆樹木や供木が点在していますが、平和への思いを共有するためにこれらの資

源を巡っているのは一部の市民の方たちにとどまっています。 

また、滞在時間の延長につながるような平和大通りと平和記念公園以外の都心部の地域

資源を回遊する観光客等はほとんど見られません。 

 

 

 

 

【課題】 

多くの市民や観光客等が徒歩や自転車等で平和大通り内を巡り、また、平和大通りから他

の地域資源を巡ることができるよう、平和への思いの共有や平和関連施設等の回遊の促進を

図るピースツーリズム（※８）と連動させた取組や案内サインの充実など、回遊を促すための誘

導策等に取り組む必要があります。 
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【平和大通りの現況】  

鶴見橋～鯉城通り交差点 

移動演劇さくら隊原爆殉難碑 
広島県立広島第一高等女学校職員生徒追憶碑 

殉職医師・医療従事者合同慰霊碑

碑 

（凡例） 

：慰霊碑・記念碑 

：石燈籠 

：説明板  

：休憩施設（ベンチ） 

：被爆樹木 

：遊具のある広場 
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【平和大通りの現況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バーバラ・レイノルズ氏記念碑 

ノーマン・カズンズ氏記念碑 

マルセル・ジュノー博士記念碑 嵐の中の母子像 

鯉城通り交差点～緑大橋 

市立第二高等小学校職員生徒慰霊碑 平和の像「若葉」（湯川秀樹歌碑） 原爆犠牲国民学校教師と子どもの碑 

友愛碑 広島市立高等女学校原爆慰霊碑 

小網町原爆慰霊碑 

（女子挺身隊・義勇隊・動員学徒慰霊碑） 

（凡例） 

：慰霊碑・記念碑 

：石燈籠 

：説明板 

：休憩施設（ベンチ） 

：遊具のある広場 

平和の塔 

慈母の像 
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平和大通りが、「鎮魂、憩い、にぎわい、おもてなしが調和し、都心の回遊を促す平和のシン

ボルロード」となることを目指して、平和大通りの魅力や価値を高めるための整備や利活用の

取組を次のとおり行います。 

１ 平和大通りにおける道路占用の規制の緩和                             

車道・歩道を除いた平和大通りについて、都市公園と位置付けて道路と都市公園の効用を

兼ねる区域とすることにより、道路占用許可対象外の施設等の設置が可能となり、また、年

間を通してイベント等で利活用することができるよう法的な規制を緩和します。 

２ 整備の内容及び手法                             

⑴ 整備の内容 

ア 「鎮魂」の場にふさわしいたたずまいとするための再整備 

平和大通りに所在する慰霊碑、石燈籠、記念碑、被爆樹木及び供木は、平和への思いを

共有するための貴重な財産であることから、多くの人に訪れてもらい、知ってもらえるよ

う、周辺の整地や舗装、せん定などの景観整備、説明板の設置を行います。 

イ 「憩い」の場にふさわしいたたずまいや「おもてなし」の向上を図るための再整備 

  既存施設（園路、広場など）については、バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮 

し、誰もが通行しやすく居心地の良い空間となるよう、隣接する歩道との段差の解消や、 

芝の張り替え及びベンチの移設などの再整備を行います。 

  ウ 「憩い」や「にぎわい」、「おもてなし」の機能の向上を図るための整備 

多くの人が憩うためのカフェなどの飲食店や持続的なにぎわいを創出するための交流

広場等を整備するほか、おもてなしの機能の向上のためのトイレを設置し、案内サイン及

び照明設備を充実させます。 

こうした施設や設備の配置については、慰霊碑や供木等の位置、また、商業施設、オフ

ィス、住居等の集積状況など周辺環境を踏まえながら行います。 

さらに、これらの具体的な整備内容や場所等については、沿道地域の町内会、企業、市

民等に参加してもらうワークショップを開催し、そこでの意見を踏まえながら決定します。  

 ⑵ 整備の手法 

前述の整備に当たっては、都市公園において、豊富なアイデアやノウハウを持つ民間事

業者が緑豊かな空間を利用して創意工夫し、自らが設置する飲食店等の収益施設と一般の

公園利用者が利用できる広場等を一体的にデザイン・整備することにより、公園の魅力向

上や利用者向けサービスの充実と、民間事業者の収益の活用による公園管理者の財政負担

の軽減を可能とする公募設置管理制度（Park-PFI制度）を活用することとし、本制度を活

用する区域を定めた上で、公募により事業者を選定します。 

公募により選定された民間事業者（以下「民間事業者」といいます。）は、カフェのよ

うな憩いの施設とその周辺の園路や広場等を一体的に整備し、施設等の運営を行います。 

民間事業者が整備する区域以外の公園施設（緑地）は、市が整備します。 

 

第４章 今後の取組 
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公募設置管理制度（Park-PFI制度） 

・飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と当該施設から生じる収益 
を活用してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・改修等を一 
体的に行う者を、公募により選定する制度 

・都市公園に民間の優良な投資を誘導し、公園管理者の財政負担を軽減しつつ、都市公園の質の向上、公 
園利用者の利便性の向上を図る整備・管理手法 

     ・事業期間は最長２０年 

【公募設置管理制度（Park-PFI 制度）の活用イメージ】 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

資料：「都市公園の質の向上に向けた Park-PFI活用ガイドライン」（平成２９年８月 国土交通省） 

 

３ 利活用の取組                             

平和大通りの魅力や価値を高めるよう、多様な担い手、民間事業者、市がそれぞれの役

割を果たしながら積極的に利活用に取り組むことが重要です。 

民間事業者は、自ら利活用の担い手になるとともに、ノウハウや人的ネットワークを活

用して、沿道地域の住民・団体・企業を始めとした平和大通りの利活用に取り組む担い手

づくりを市と連携しながら行います。 

担い手は、慰霊碑・供木等のガイド等の「鎮魂」に関する取組、季節の花壇づくり等の

「憩い」や「おもてなし」に関する取組、朝市等の「にぎわい」に関する取組、清掃美化

活動等の「おもてなし」に関する取組など平和大通りの魅力や価値を高める様々な取組を

行います。 

市は、平和大通りの利活用の取組が円滑かつ持続的に行われるよう、市民等に参加して

もらうワークショップの開催及び担い手との継続的な意見交換の場の設置、利活用の条件

や手続きに係る規程の整備と運用を行います。また、将来的には、多様な担い手によって

連携・協働する体制が作られ、平和大通りの魅力や価値を高める利活用の取組が持続的な

ものとなるよう支援します。 

 

 

 

 

 
 

【連携・協働のイメージ】 

 

 

民間事業者 

沿道地域等の住民・団体・企業など多様な利活用の担い手 

認識の共有＋連携・協働 

市 
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４ 回遊の促進                              

平和大通りは、「平和の都心回廊」の中にあって、ＪＲ広島駅と平和記念公園、更にその

先のＪＲ西広島駅とを南側でつなぐ、いわば「南の街道」に位置しており、「北の街道」に

位置する中央公園内の旧広島市民球場跡地、サッカースタジアム及び広場エリア、広島城三

の丸等の整備状況を踏まえつつ、比治山公園との繋がりも考慮しながら、市民はもとより、

平和記念公園を訪れる観光客等の人の流れを呼び込み、徒歩や自転車等で平和大通り内を巡

り、また、そこから他の地域資源を巡ってもらえるような拠点となることを目指します。 

このため、市民や観光客等の徒歩や自転車等による回遊が快適なものとなる環境づくりと

して、案内サインの多言語化やより分かりやすいデザインへの更新など、案内表示の充実を

図るとともに、サイクルポートの整備などに取り組みます。 

また、ピースツーリズムの取組の中で平和大通りに所在する被爆樹木や推奨周遊ルート等

の情報を発信するとともに、多様な担い手と連携して交流広場等で行われる様々なイベント

の情報を広く提供することなどに取り組みます。 

     

５ スケジュール 

本計画に基づく整備や利活用に係るハード事業及びソフト事業について、以下のスケジュ

ールで進めます。 

 

区分 
令和４年度 
(2022 年度) 

令和５年度 
(2023 年度) 

令和６年度 
(2024 年度) 

令和７年度 
(2025 年度) 

令和８年度 
(2026 年度) 

令和９年度～ 
(2027 年度) 

ハ
ー
ド
事
業 

都市公園に位置付
けるための手続き 

      

公募対象公園施設 
特定公園施設 

     
 

上記以外の公園施
設（緑地） 

    
 

 

ソフト事業 

 

     

      

都市公園の設置に係る関係機

関協議・手続き 

実施設計・工事 

（民間整備） 
公募選定 

公募設置等指針
の作成 

各種調査 
(地下埋設物
調査等) 

工事(順次、供用開始)(市整備) 

 

 

実施設計 

意
見
を
反
映 

公募対象公園施設の運営 
特定公園施設の維持管理 

維持管理 

多様な担い手による平和大通りの利活用の取組 ワークショップ 

「平和の都心回廊」における回遊の促進 

平和記念 

公園前等 
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６ 整備イメージ                             

【鎮 魂】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【憩 い】 

 

供木や石灯籠、モニュメントなどのライトアップ 
 

「平和」について思いを馳せるスポット巡り 慰霊碑などを中心とした空間づくり 

（ラ・パンセ像周辺花壇） （ピースツーリズム） 

 

（平和大通り芸術展） 

供木や石燈籠、モニュメントなどのライトアップ 

（東京・南池袋公園） （東京・上野恩賜公園） （廿日市市佐伯総合スポーツ公園） 

居心地が良い芝生広場 景観に溶け込んだカフェ 子どもの遊び場 
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【にぎわい】 

 

【おもてなし】 

 

 

音楽を楽しむイベント フォトジェニックな演出 交流が生まれる空間 

（ひろしまドイツ・クリスマスマーケット） （平和大通り芸術展） （平和大通り芸術展「祝祭イベント」） 

夜も明るく、安全、安心な設え 緑豊かな散策道 景観に配慮したトイレ 

（名古屋・久屋大通公園） （東京・池袋西口公園） （猿猴橋） 
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用 語 解 説 

番号 用 語 解 説 

１ 広島広域都市圏 

広島市の都心部からおおむね６０ｋｍの圏内にある、東

は三原市エリアから西は山口県柳井市エリアまでの２

５市町で構成される圏域 

２ ひろしま都心活性化プラン 

広島県と共同で平成２９年３月に策定した都心のまち

づくりの方向性として、都心の将来像・目指す姿及び具

体的な施策を示した計画であり、「広島市基本構想」及

び「広島市都市計画マスタープラン」を上位計画とする

部門計画 

３ 幹線道路 
都市全体に網状に配置され、都市の骨格や近隣住区を形

成する道路 

４ 広島平和記念都市建設計画 

広島平和記念都市建設法（昭和２４年８月６日に公布・

施行された法律）の施行後に、それまでの広島復興都市

計画（昭和２１年及び２４年策定）に置き換わる新たな

都市づくりの計画として昭和２７年３月に決定した都

市計画 

５ 供木運動 

昭和２０年８月の原爆被害からの復興において、「広島

の地を永遠の緑でおおわれた平和郷に」という呼びかけ

で、本市が広島県内の市町村に供木を募った運動。昭和

３２年から３３年の２か年で約６千本の苗木が寄せら

れ、平和大通りの緑地帯などに植樹された。 

６ バッファーゾーン 

世界遺産である原爆ドームの周囲の良好な環境を確保

するための緩衝地帯。この区域では建築物等の高さや屋

外広告物等のデザインなどの景観誘導が図られている。 

７ 無余地性の基準 
道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものに

限り占用を許可することができるという基準 

８ ピースツーリズム 

平和をテーマとした旅行やそれに伴う周辺地域周遊。被

爆建造物を巡るルートや被爆前後の文化・文学などを巡

るルート等の来訪者が平和関連施設を巡る際の参考と

なるルートをテーマ別に設定している。 

 


